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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第195期

第２四半期
連結累計期間

第196期
第２四半期
連結累計期間

第195期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

営業収益 (百万円) 283,601 285,780 583,268

経常利益 (百万円) 20,916 26,402 46,138

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 15,733 13,387 30,653

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 22,638 13,279 56,330

純資産額 (百万円) 364,529 404,740 394,826

総資産額 (百万円) 1,566,828 1,592,793 1,596,725

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 14.73 12.54 28.70

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 14.69 12.50 28.62

自己資本比率 (％) 22.10 24.19 23.55

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 47,626 36,736 94,825

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △117,375 △32,570 △142,903

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 68,340 △6,817 46,830

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 29,768 27,411 30,051
 

 

回次
第195期

第２四半期
連結会計期間

第196期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 4.55 5.44
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　
(1)業績の状況

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、設備投資や雇用情勢に改善が続き、景気は緩やかな回復基調にあり
ましたが、個人消費の持ち直しに足踏みが見られるほか、海外経済の減速もあり、先行き不透明な状況となってお
ります。
このような情勢下にありまして、当社グループでは、安全はすべての事業の根幹であるとの認識のもと、「東武

グループ中期経営計画2014～2016」にもとづき、将来にわたる持続的成長を目指し、訪日外国人観光客向けサービ
スの拡充をはじめ交流人口の創出に努めるなど、各事業において積極的な営業活動を展開してまいりました。
当第２四半期連結累計期間の連結業績は、営業収益は285,780百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は31,492

百万円（前年同期比31.5％増）、経常利益は26,402百万円（前年同期比26.2％増）、親会社株主に帰属する四半期
純利益は13,387百万円（前年同期比14.9％減）となりました。
セグメント情報の業績を示すと、次のとおりであります。

　
（運輸事業）

鉄道業におきまして、当社では、安全を最優先に、より多くのお客様にご利用いただけるよう、様々な取り組み
を進めております。
安全輸送面では、「東上線新運転保安システム」について、前期に導入した川越市～小川町間に続き、池袋～川

越市間においても使用を開始したほか、竹ノ塚駅付近等の高架化工事を推進いたしました。また、和光市駅におい
て、ホームドア（可動式ホーム柵）設置に向けた準備工事を進めました。さらに、大規模地震に備えた避難誘導訓
練等の防災訓練を実施いたしました。
営業面では、日光東照宮四百年式年大祭を記念し、特別塗装列車「日光詣スペーシア」の運行や「徳川家康公奉

斎四百年記念御朱印ラリー」等の実施により、交流人口の増加と増収に努めました。また、外国人観光客向けサー
ビス拡充策の一環として、浅草駅等20駅において無料でインターネットをご利用いただける公衆無線ＬＡＮサービ
ス「ＴＯＢＵ ＦＲＥＥ Ｗｉ－Ｆｉ」の提供を開始いたしました。

なお、９月９日および10日の大雨による影響で複数の路線にわたって運転を見合わせておりましたが、鉄道輸送
の復旧に全力で努め、10月７日までに全線で運転を再開いたしました。
バス・タクシー業におきまして、東武バスウエスト㈱では、ふじみ野駅および志木駅からそれぞれ大型ショッピ

ングモールを結ぶ２路線を新設したほか、東武バスセントラル㈱および東武バスウエスト㈱では、「スカイツリー
シャトル®お台場線」の運行を開始し、増収に努めました。
運輸事業全体としては、営業収益は109,315百万円（前年同期比2.9％増）となり、さらに原油価格の下落にとも

なうバス・タクシー業等における燃料費低減効果もあり、営業利益は19,378百万円（前年同期比29.7％増）となり
ました。

　
（レジャー事業）

スカイツリー業におきまして、「東京スカイツリー®」では、季節に応じた各種イベントを開催するとともに、海
外の国際旅行博へ出展し、来場者の維持拡大に努めました。また、強風時における営業継続が可能となるよう、
「天望シャトル」（エレベーター）の改修工事を進め、当第２四半期連結累計期間においては１機目の改修を完成
させました。
旅行業におきまして、東武トップツアーズ㈱では、2016年リオデジャネイロオリンピックの日本における観戦入

場券付ツアーの企画・販売を行う権利を獲得いたしました。
ホテル業におきまして、「成田東武ホテルエアポート」では、外国人宿泊者のニーズに合わせ一部客室のリ

ニューアルを実施したほか、「コートヤード・マリオット銀座東武ホテル」では、海外旅行会社との連携を強化し
たことで、さらに外国人宿泊者が増加し好調に推移いたしました。
遊園地・観光業におきまして、「東武動物公園」では、ホワイトタイガーの赤ちゃんの一般公開を開始したほ

か、東武スーパープールのスライダーを「タイガースプラッシュ」としてリニューアルし、増収に努めました。
「東武ワールドスクウェア」では、「高雄龍虎塔（台湾）」の展示物をリニューアルし、誘客に努めました。
レジャー事業全体としては、営業収益は39,128百万円（前年同期比0.7％増）となったものの、さらなる営業強化

等をはかるため、トップツアー㈱と東武トラベル㈱の合併による東武トップツアーズ㈱発足にともなう必要経費等
の計上により、営業利益は3,304百万円（前年同期比17.3％減）となりました。
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（不動産事業）

スカイツリータウン業におきまして、「東京ソラマチ®」では、季節に応じた各種イベントを開催したほか、外国
人観光客向けサービスの向上を目的に免税対応店舗を増やすなど、誘客および増収に努めました。
不動産賃貸業におきまして、当社では、保有資産を有効活用し安定的な収益確保および沿線価値の向上をはかる

ため、埼玉県内３か所において高架下等の駅近くへ保育施設を誘致いたしました。これにより、当社が沿線に誘致
した保育所は合計７か所となりました。
不動産分譲業におきまして、当社では、沿線価値向上と沿線定住人口増加を目的として、「ソライエ柏豊四季」

（柏市豊四季）等のマンションおよび分譲戸建住宅「ソライエ清水公園アーバンパークタウン」（野田市清水公園
東）を販売いたしました。
そのほか、沿線定住人口の増加を目的に、シニア世帯が所有する住宅を借り上げ、子育て世帯に貸し出す「住み

かえ支援事業」を開始いたしました。
不動産事業全体としては、営業収益は28,694百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益は7,180百万円（前年同期

比122.4％増）となりました。
　
（流通事業）

流通業におきまして、㈱東武百貨店では、池袋店において、音楽アーティストと連携して「『TOBU』×『TUBE』
コラボフェア」を開催したほか、㈱東武宇都宮百貨店では、宇都宮店、大田原店および栃木市役所店において、共
同で「栃木県縦断ウルトラバーゲン」を開催し、県内全域での誘客強化に取り組みました。東武商事㈱では、豊春
駅構内等２か所でコンビニエンスストアをオープンし、増収に努めました。
流通事業全体としては、訪日外国人需要が堅調であったものの、消費税増税後から続く個人消費の伸び悩みによ

り遺憾ながら、営業収益は97,741百万円（前年同期比3.3％減）、営業損失は139百万円（前年同期は154百万円の営
業損失）となりました。

　
（その他事業）

建設業におきまして、東武建設㈱では、日光市においてリゾートホテルの新築工事を、東武谷内田建設㈱では、
大田区においてマンション改修工事を完成させました。また、東武緑地㈱では、柏市においてショッピングモール
の造園工事を受注いたしました。
そのほか、東武ビルマネジメント㈱では、壬生町において大学施設の清掃および設備管理業務を受注し、増収に

努めました。
その他事業全体としては、連結子会社の一部において原油価格の下落にともなう販売額の減少等もあり、営業収

益は39,438百万円（前年同期比3.1％減）となったものの、営業利益は1,885百万円（前年同期比10.0％増）となり
ました。

　
(2)財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、分譲土地建物の販売や投資有価証券の時価が下落したこと等により
1,592,793百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,931百万円（前期比0.3％減）の減少となりました。
負債は、有利子負債が減少したこと等により1,188,053百万円となり、前連結会計年度末と比べ13,845百万円（前

期比1.2％減）の減少となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により404,740百万円となり、前連結会計年度末と比べ

9,913百万円（前期比2.5％増）の増加となりました。
　
(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比
べ2,640百万円減少し27,411百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、税金等調整前四半期純利益22,329百万円に
減価償却費25,806百万円等を加減算した結果、36,736百万円となり、前第２四半期連結累計期間と比べて10,890
百万円の資金流入の減少となりました。これは、主に利息及び配当金の受取額が減少したこと等によるもので
す。

　
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は32,570百万円となり、前第２四半期連結累計
期間と比べて84,805百万円の資金流出の減少となりました。これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支
出が減少したこと等によるものです。

　
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は6,817百万円となり、前第２四半期連結累計期
間と比べて75,158百万円の資金流出の増加となりました。これは、主に長期借入れによる収入が増加したもの
の、短期借入金の純増減額が減少したこと等によるものです。

　

EDINET提出書類

東武鉄道株式会社(E04094)

四半期報告書

 4/22



 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
　

①　基本方針の内容
当社は、企業価値および株主共同の利益の確保・向上ならびに当社の基幹事業である運輸業における輸送の安

全を確保するための取り組みを一層推進してまいりますが、近時、わが国の株式市場等においては、買付の対象
となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった事例がみられるよう
になりました。
もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全の確

保・向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の

安全の確保・向上に対する明白な侵害をもたらすもの、株主様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるも
の、対象会社の取締役会や株主様が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案
するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安
全の確保・向上に資さないものも少なくありません。
当社は、信頼の確立、成長基盤の確立を基に継続的に企業価値および株主共同の利益を確保・向上させていく

ために、経営の根底にある「安全・安心」の提供や鉄道事業者としての公共的使命に関する基本的な考え方を、
今後も引き続き維持・推進していくことが不可欠であると考えます。
東武グループでは、「東武グループ中期経営計画2014～2016」を策定し、前中期経営計画「東武グループ中期

経営計画2010～2013」期間中に実現した東京スカイツリータウンプロジェクトを含めた各事業の収益基盤の強化
に注力することに加え、2020年も見据えた今後の収益源となる事業創出に取り組み、将来にわたる持続的成長を
目指しております。
このような経営戦略が、当社株式の大量買付を行う者により短期的な利益のみを追求するような経営に変わる

ようなことがあれば、当社の企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全の確保・向上は損なわれること
になります。
こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する不適切な買付により当社の企業価値および株主共同

の利益ならびに輸送の安全の確保・向上が毀損されることを防止するためには、買付に応じるべきか否かを株主
様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、および株主様
のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための体制を、平時において整えておくことが必要不可欠と
考えております。

　
②　具体的な取り組み
(ⅰ)会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社の株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全の確保・向上に向けて、当社を中核とする東武グ
ループは、信頼の確立と成長基盤の確立を基に事業活動を推進しておりますが、この事業活動の根幹にあるも
のが「安全・安心」の提供であり、すべての事業における信頼の基礎である「安全・安心」を提供し続けるこ
とが、東武グループ全体の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の根幹をなすものと考えております。
また、当社は、東武グループの中長期的な成長のため運輸事業を中心に、レジャー、不動産、流通、その他

の各セグメントにおいて収益拡大を継続できる経営基盤の強化に努めることで、引き続き企業価値および株主
共同の利益の確保・向上をはかってまいる所存であります。
　

(ⅱ)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組み
当社は、平成27年６月26日開催の定時株主総会において「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防

衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の導入について承認を得ております。
本プランは、当社株式等の大量買付行為が行われる場合に、株主様が適切な判断をするために必要・十分な

情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保することなどにより、当社の企業価値および株
主共同の利益の確保・向上ならびに輸送の安全を確保・向上させることを目的としています。
本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者およびその共同保有者の株券等保有割合が20％以

上となる買付、または当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合およびそ
の特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付（以下「買付等」と総称し、買付等を行おう
とする者を「買付者等」といいます。）を対象とします。
当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な

情報および本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、当
社の業務執行を行う経営陣から独立している委員のみから構成される独立委員会が買付者等から提出された情
報や、当社取締役会が必要に応じて提出する買付者等の買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、当該
買付等に対する代替案について、評価・検討するものとします。独立委員会は、必要に応じて、独立した第三
者の助言を得たうえ、買付等の内容の検討、当社取締役会の提示した代替案等の検討、買付者等との協議・交
渉、当社取締役会等を通じた株主に対する情報開示等を行います。

EDINET提出書類

東武鉄道株式会社(E04094)

四半期報告書

 5/22



 

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続きを遵守しなかった場合、または買付等の内容の検討
等の結果、買付者等による買付等が企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全の確保・向上に対する
明白な侵害をもたらす恐れのある買付等であるなど、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権
の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割
当てを実施すべき旨の勧告を行います。なお、独立委員会は、新株予約権の無償割当てを実施することが相当
であると判断した場合でも、新株予約権の無償割当てを実施することについて株主総会の決議を経ることが相
当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に
関する議案を諮ることの勧告を行います。この新株予約権は、１円を下限とし当社株式１株の時価の２分の１
の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める金額を払い込
むことにより、原則として当社株式１株を取得することができるものですが、買付者等による権利行使が認め
られないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約
権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、新株予
約権１個と引換えに、対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものとします。当社取締役
会は、独立委員会の上記勧告を最大限に尊重して新株予約権無償割当ての実施または不実施等の決議をするも
のとします。ただし、当社取締役会は、独立委員会から、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施
に関する議案を諮ることの勧告を受けた場合には、実務面を含め株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、
速やかに株主総会を招集し、新株予約権による無償割当ての実施に関する議案を付議する旨決議するものとし
ます。当社取締役会は、上記決定を行った場合には速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判
断する事項について情報開示を行います。
本プランの有効期間は平成27年６月26日開催の定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会に
おいて本プランに係る新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回す
る旨の決議が行われた場合、または、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、
本プランはその時点で廃止されるものとします。
本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影

響が生じることはありません。他方、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使
の手続きを行わないとその保有する株式の価値は希釈化される場合があります（ただし、当社が当社株式を対
価として新株予約権の取得を行った場合、その保有する株式の希釈化は生じません。）。

　
(ⅲ)具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

前記②(ⅰ)に記載した取り組みは、いずれも当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上ならびに輸
送の安全の確保・向上に資する具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは前記②(ⅱ)記載のとおり、企業価値および株主共同の利益ならびに輸送の安全を確保・向

上させる目的をもって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。とくに、本プランは当社の株
主総会において決議がなされ導入しているため、株主意思を重視するものであること、その内容として合理的
な客観的発動要件が設定されていること、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員のみから構成さ
れる独立委員会を設置し、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を得ることが必要とされているこ
と、独立委員会は当社の費用で独立した第三者の助言を得ることができるとされていること、独立委員会か
ら、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を諮ることの勧告を受けた場合には、実
務面を含め株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、速やかに株主総会を招集し、新株予約権による無償割
当ての実施に関する議案を付議するとされていること、本プランは有効期間を約３年間と定め、有効期間の満
了前であっても当社の株主総会または取締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その
公正性・客観性が担保されており、合理性を有し、企業価値および株主共同の利益の確保・向上ならびに輸送
の安全の確保・向上に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　
(5)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,000,000,000

計 2,000,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 1,075,540,607 1,075,540,607
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
1,000株であります。

計 1,075,540,607 1,075,540,607 ― ―
 

(注) 提出日現在発行数には、平成27年11月１日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債に

おける新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　   該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年７月１日～
平成27年９月30日

― 1,075,540,607 ― 102,135 ― 52,511
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(6) 【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 51,026 4.74

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 33,910 3.15

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２－２－２ 26,178 2.43

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 23,266 2.16

STATE STREET BANK WEST CLIENT
 - TREATY 505234
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,
MA 02171, U. S. A.
（東京都中央区月島４－16－13）

18,268 1.69

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 17,712 1.64

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 17,523 1.62

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１ 12,708 1.18

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013
USA
（東京都新宿区新宿６－27－30）

11,936 1.10

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口７）

東京都中央区晴海１－８－11 11,137 1.03

計 ― 223,666 20.79
 

(注) １　富国生命保険相互会社は、上記のほかに当社の株式5,822千株を退職給付信託として信託設定しており、そ

の議決権行使の指図権は同社が留保しております。

２　ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者から、平成27年４月21日付で提出された大量保有

報告書により、平成27年４月15日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として

当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿に

もとづいて記載しております。

なお、当該大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

ブラックロック・ジャパン
株式会社

東京都千代田区丸の内１－８－
３

15,845 1.47

ブラックロック・ライフ・
リミテッド(BlackRock Life
Limited)

英国　ロンドン市　スログモー
トン・アベニュー 12

2,697 0.25

ブラックロック・アセット・
マネジメント・アイルラン
ド・リミテッド(BlackRock
Asset Management Ireland
Limited)

アイルランド共和国　ダブリ
ン　インターナショナル・ファ
イナンシャル・サービス・セン
ター　JPモルガン・ハウス

5,348 0.50

ブラックロック・ファンド・
アドバイザーズ(BlackRock
Fund Advisors)

米国　カリフォルニア州　サン
フランシスコ市　ハワード・ス
トリート　400

14,363 1.34

ブラックロック・インスティ
テューショナル・トラスト・
カンパニー、エヌ．エイ.
(BlackRock Institutional
Trust Company, N.A.)

米国　カリフォルニア州　サン
フランシスコ市　ハワード・ス
トリート　400

15,117 1.41

ブラックロック・インベスト
メント・マネジメント（ユー
ケー）リミテッド
(BlackRock Investment
Management (UK) Limited)

英国　ロンドン市　スログモー
トン・アベニュー 12

1,885 0.18

計 ― 55,256 5.14
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式      7,905,000
（相互保有株式）
普通株式 　   　20,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 1,063,886,000 1,063,886 ―

単元未満株式 普通株式 　　　3,729,607 ― ―

発行済株式総数 　　 　　　1,075,540,607 ― ―

総株主の議決権 ― 1,063,886 ―
 

(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式9,000株（議決権の数９個）が

含まれております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、野田開発興業株式会社所有の相互保有株式399株、当社所有の自己株式

60株および証券保管振替機構名義の株式860株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
東武鉄道株式会社

東京都墨田区押上１－１－２ 7,905,000 ― 7,905,000 0.73

（相互保有株式）
野田開発興業株式会社

千葉県野田市柳沢24－６ 20,000 ― 20,000 0.00

計 ― 7,925,000 ― 7,925,000 0.73
 

 

２ 【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）新任役員
　　　該当事項はありません。
 
（2）退任役員

　　　該当事項はありません。
 
（3）役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
(生活サービス創造本部長)

常務取締役
(生活サービス創造本部長兼

人事部長)
三輪 裕章 平成27年７月１日

 

 

EDINET提出書類

東武鉄道株式会社(E04094)

四半期報告書

 9/22



第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 30,301 27,688

  受取手形及び売掛金 56,877 53,035

  分譲土地建物 20,541 17,153

  その他 34,017 37,232

  貸倒引当金 △264 △242

  流動資産合計 141,472 134,867

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 565,826 559,783

   土地 597,819 617,776

   その他（純額） 139,193 135,336

   有形固定資産合計 ※２  1,302,840 ※２  1,312,896

  無形固定資産 30,155 29,144

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※５  92,503 ※５  85,468

   その他 32,063 32,841

   貸倒引当金 △2,310 △2,425

   投資その他の資産合計 122,256 115,884

  固定資産合計 1,455,252 1,457,925

 資産合計 1,596,725 1,592,793
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 41,740 36,400

  短期借入金 ※３,※４  139,705 ※３,※４  58,406

  1年内返済予定の長期借入金 ※３  60,513 ※３  73,086

  1年内償還予定の社債 ※３  26,470 ※３  16,770

  引当金 6,710 9,789

  災害損失引当金 － 1,727

  その他 165,219 157,987

  流動負債合計 440,358 354,167

 固定負債   

  社債 ※３  133,000 ※３  143,000

  長期借入金 ※３  430,233 ※３  497,629

  引当金 1,534 1,181

  退職給付に係る負債 51,736 50,932

  その他 145,035 141,141

  固定負債合計 761,540 833,885

 負債合計 1,201,899 1,188,053

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 102,135 102,135

  資本剰余金 70,398 70,399

  利益剰余金 131,681 141,941

  自己株式 △3,872 △3,911

  株主資本合計 300,343 310,565

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 29,219 27,683

  土地再評価差額金 43,344 43,332

  為替換算調整勘定 148 163

  退職給付に係る調整累計額 2,956 3,483

  その他の包括利益累計額合計 75,669 74,663

 非支配株主持分 18,813 19,510

 純資産合計 394,826 404,740

負債純資産合計 1,596,725 1,592,793
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業収益 283,601 285,780

営業費   

 運輸業等営業費及び売上原価 199,932 196,606

 販売費及び一般管理費 ※１  59,719 ※１  57,681

 営業費合計 259,651 254,287

営業利益 23,949 31,492

営業外収益   

 受取配当金 1,606 763

 保険配当金 454 448

 その他 1,050 871

 営業外収益合計 3,111 2,083

営業外費用   

 支払利息 5,073 4,643

 その他 1,070 2,531

 営業外費用合計 6,144 7,174

経常利益 20,916 26,402

特別利益   

 工事負担金等受入額 326 220

 特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,808 －

 特別目的会社資産売却に伴う受取配当金 8,278 －

 その他 1,386 257

 特別利益合計 11,799 477

特別損失   

 固定資産除却損 674 1,283

 固定資産圧縮損 320 209

 減損損失 534 713

 災害による損失 － 65

 災害損失引当金繰入額 － 1,727

 その他 228 550

 特別損失合計 1,757 4,550

税金等調整前四半期純利益 30,958 22,329

法人税、住民税及び事業税 13,040 9,961

法人税等調整額 1,461 △1,723

法人税等合計 14,501 8,238

四半期純利益 16,456 14,090

非支配株主に帰属する四半期純利益 723 703

親会社株主に帰属する四半期純利益 15,733 13,387
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 16,456 14,090

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 4,502 △1,536

 土地再評価差額金 － 163

 為替換算調整勘定 △23 14

 退職給付に係る調整額 1,703 540

 持分法適用会社に対する持分相当額 △1 6

 その他の包括利益合計 6,182 △811

四半期包括利益 22,638 13,279

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 21,907 12,575

 非支配株主に係る四半期包括利益 731 703
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 30,958 22,329

 減価償却費 25,088 25,806

 災害損失引当金の増減額（△は減少） － 1,727

 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △1,808 －

 受取利息及び受取配当金 △9,934 △787

 支払利息 5,073 4,643

 売上債権の増減額（△は増加） 2,034 3,842

 たな卸資産の増減額（△は増加） 872 277

 仕入債務の増減額（△は減少） 738 △5,339

 その他 3,675 960

 小計 56,699 53,459

 利息及び配当金の受取額 9,917 787

 利息の支払額 △4,819 △5,952

 法人税等の支払額 △14,171 △11,557

 営業活動によるキャッシュ・フロー 47,626 36,736

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △48 △570

 
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

979 5,311

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △132,491 △44,612

 有形及び無形固定資産の売却による収入 922 88

 工事負担金等受入による収入 3,380 6,318

 その他 9,881 893

 投資活動によるキャッシュ・フロー △117,375 △32,570

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 104,577 △81,299

 長期借入れによる収入 11,874 110,728

 長期借入金の返済による支出 △42,239 △30,759

 社債の発行による収入 19,800 10,000

 社債の償還による支出 △19,800 △9,700

 配当金の支払額 △3,210 △3,204

 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △2,344 △2,390

 その他 △316 △192

 財務活動によるキャッシュ・フロー 68,340 △6,817

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,431 △2,640

現金及び現金同等物の期首残高 31,200 30,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  29,768 ※１  27,411
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に

対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年

度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業

結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結

会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前

第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを

行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない

子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の

区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株

式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の区分に記載しております。　

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項

（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計

期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微

であります。

 
(追加情報)

平成27年９月９日から11日に関東地方及び東北地方で発生した「平成27年９月関東・東北豪雨」の復旧費用

等のうち、当第２四半期連結累計期間における復旧費用等を「災害による損失」として、当第２四半期連結累

計期間以降に発生が見込まれる復旧費用等については、その金額を合理的に見積り、「災害損失引当金繰入

額」として、当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の特別損失に計上しております。

なお、連結子会社及び関連会社の決算日が連結会計年度における決算日（平成28年３月31日）と異なる会社

については、この災害による影響額は軽微であります。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

連結会社以外の会社等の銀行借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

埼玉県住宅供給公社 　2,465百万円 　2,397百万円

(財)渡良瀬遊水地アクリメーショ
ン振興財団

　1,050百万円 　1,042百万円

宅地ローン 　461百万円 　445百万円

その他 　23百万円 　34百万円

計 　4,001百万円 　　3,920百万円
 

 

２　事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

 　227,646百万円 　227,805百万円
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３　純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

前連結会計年度(平成27年３月31日)

当社における借入金のうち380,135百万円については、各年度の決算期における連結または連結及び単体の貸

借対照表における純資産または旧資本の部の金額を前年同期比75％以上に維持することを確約しております。

あわせて、上記借入金380,135百万円のうち5,335百万円については、各年度の決算期における連結及び単体

の損益計算書に示される当期純損益が２期連続して損失とならないようにすることを確約しております。

また、当社が発行している社債のうち30,000百万円については、各年度の決算期における単体の損益計算書

に示される経常損益が２期連続して損失となった場合、当該債務について期限の利益を喪失することもありま

す。

　

当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日)

当社における借入金のうち390,295百万円については、各年度の決算期における連結または連結及び単体の貸

借対照表における純資産または旧資本の部の金額を前年同期比75％以上に維持することを確約しております。

あわせて、上記借入金390,295百万円のうち3,757百万円については、各年度の決算期における連結及び単体

の損益計算書に示される当期純損益が２期連続して損失とならないようにすることを確約しており、97,600百

万円については、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失

とならないようにすることを確約しております。

また、当社が発行している社債のうち30,000百万円については、各年度の決算期における単体の損益計算書

に示される経常損益が２期連続して損失となった場合、当該債務について期限の利益を喪失することもありま

す。

　

４　貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。なお、貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

貸出コミットメントの総額 　72,000百万円 　72,000百万円

借入実行残高 　13,635百万円 　28,890百万円

差引額 　58,365百万円 　43,110百万円
 

 

５　投資有価証券のうち、以下の金額については有価証券消費貸借契約により貸付を行っております。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

 　26,289百万円 　25,529百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

１　販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日)

人件費 24,432百万円 23,429百万円

経費 21,967百万円 21,068百万円

賞与引当金繰入額 1,595百万円 1,628百万円

退職給付費用 934百万円 619百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

現金及び預金勘定 30,113百万円  27,688百万円

その他（有価証券勘定） 1,883百万円 42百万円

計 31,997百万円 27,731百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △345百万円  △277百万円

償還期間が３か月を超える債券等 △1,883百万円 △42百万円

現金及び現金同等物 29,768百万円  27,411百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 3,204 3.0 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

（注）１株当たり配当額には記念配当50銭が含まれております。

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月31日
取締役会

普通株式 3,203 3.0 平成26年９月30日 平成26年12月２日 利益剰余金
 

 

３　株主資本の著しい変動

当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当に関しては、「１　配当金支払額」に記載のとおりであり

ます。なお、この他に該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 3,203 3.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月30日
取締役会

普通株式 3,202 3.0 平成27年９月30日 平成27年12月２日 利益剰余金
 

 

３　株主資本の著しい変動

当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当に関しては、「１　配当金支払額」に記載のとおりであり

ます。なお、この他に該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

運輸事業
レジャー
事業

不動産事業 流通事業 その他事業 計

営業収益         

(1) 外部顧客への
　　営業収益

104,640 38,084 16,242 99,718 24,915 283,601 ― 283,601

(2) セグメント間
　　の内部営業収
　　益又は振替高

1,553 778 9,213 1,340 15,772 28,658 △28,658 ―

計 106,194 38,863 25,455 101,059 40,687 312,260 △28,658 283,601

セグメント利益
又は損失（△）

14,937 3,995 3,228 △154 1,714 23,721 228 23,949
 

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２　報告セグメントごとの資産に関する情報

前連結会計年度末に比して、当第２四半期連結会計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著しく変動して

おります。その概要は、以下のとおりであります。

第１四半期連結会計期間において、池袋駅ビルおよび船橋駅ビルの固定資産（信託受益権）を取得いたしまし

た。これにより、「運輸事業」セグメントの資産が89,693百万円増加し、「不動産事業」セグメントの資産が

14,830百万円増加しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

運輸事業
レジャー
事業

不動産事業 流通事業 その他事業 計

営業収益         

(1) 外部顧客への
　　営業収益

107,510 38,305 20,108 96,203 23,652 285,780 ― 285,780

(2) セグメント間
　　の内部営業収
　　益又は振替高

1,804 822 8,585 1,538 15,785 28,537 △28,537 ―

計 109,315 39,128 28,694 97,741 39,438 314,317 △28,537 285,780

セグメント利益
又は損失（△）

19,378 3,304 7,180 △139 1,885 31,609 △116 31,492
 

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 14円73銭  12円54銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 15,733 13,387

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(百万円)

15,733 13,387

   普通株式の期中平均株式数(千株) 1,067,970 1,067,670

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 14円69銭  12円50銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

   普通株式増加数(千株) 3,215 3,215

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 

２ 【その他】

第196期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)中間配当については、平成27年10月30日開催の取締役会にお

いて、平成27年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議

いたしました。

①　配当金の総額  3,202百万円

②　１株当たりの金額  3円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年12月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年11月13日

東武鉄道株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   栁澤　秀樹 　　　 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   細矢　　聡 　   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   冨樫　高宏 　　　 印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東武鉄道株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東武鉄道株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

東武鉄道株式会社(E04094)

四半期報告書

22/22


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

